
様式１－１ 

入札（見積合せを含む）参加予定の皆様へ 

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」とい

う。）が平成１４年５月３０日に施行になり、建設工事での分別解体と再資源化が義務

付けられています。 

（一財）札幌市住宅管理公社発注の工事についても、建設リサイクル法対象工事は、

下記による手続きが必要となります。 

 

建設リサイクル法対象工事 

 

公告又は指名（見積）通知  

 

入札（見積合せ） 

 

落札（決定） 

 

 

工事担当者と協議 

 

 

契  約 

※ 落札（決定）後５日以内 

 

 

工事担当者（打ち合わせ） 

 

 

工事着手 

工事着手届等の提出 

 

 

工事しゅん功 

 

工事しゅん功届等の提出 

 

しゅん功検査・受渡 

 公告又は指名（見積）通知書及び特記仕様書に

「建設リサイクル法適用」と表記してあります。 

 

入札（見積合せ）執行者より、工事担当者を  

口頭でお伝えします。契約締結日の前日までに 

必要な協議を終えてください。協議書 書式２

（別紙契約書）は、公社ホームページより     

ダウンロードしてください。 (http://www.         

s-j-k.or.jp/gyousha/index.html) 

) 

協議書 書式２（別紙契約書）をもとに工事担当

者と協議を行ってください。協議内容は、   

①解体・再資源化に要する費用、②分別解体方法、

③再資源化する施設とその住所です。 

工事担当者の確認をもって協議成立となります。 

※ 契約書には、協議書 書式２（別紙契約書）

の添付が必要なため、協議が成立しなければ契約

できません。 

 

工事担当者より建設リサイクル法の届出書に関

する説明を行います。内容は、①工事に関わる分

別解体の計画、②工事工程、③該当場所の見取り

図とその写真等です。 

※ 公社は工事工程表に記載されている実際の

着手日の７日前までに届出書等を札幌市へ提出

します。 

 建設リサイクル法関連の書類の提出 

http://www/


様式１－１ 

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）の協議について 

 

１ 対象となるもの 

(1) 対象建築工事 

工事の種類 規模の基準 

 

建築物 

解体 延べ床面積 ８０㎡以上 

新築・増築 延べ床面積 ５００㎡以上 

修繕・模様替 請負金額 １億円以上 

その他の工作物に関する工事（土木工事等） 請負金額 ５００万円以上 

  

(2) 分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材 

コ ン ク リ ー ト       

（コンクリート、コンクリート

及び鉄からなる建設資材を総

称してコンクリートとします） 

 

２次製品も含む全てのコンクリート 

モルタル、セメントペーストは含みません 

木  材 
樹木、伐採材、除根材等の生木、型枠足場材等

のリース材は含みません 

アスファルトコンクリート 
防水用アスファルト、ストレートアスファルト

は含みません 

   ※ 数量の多少にかかわらず、これらの解体が対象となります。 

 

２ 協議の内容 

(1) 解体工事に要する費用 

      コンクリート、木材、アスファルトコンクリートの取壊し（舗装は切断を含む）、    

積込み費用を記入します。直接工事費とし、解体に伴う仮設費及び運搬費は含みま

せん。  

(2) 再資源化に要する費用 

コンクリート、木材、アスファルトコンクリートの運搬、処分費用（舗装版は   

処分費無し）を記入します。 

(3) 解体の方法 

解体の手段（「人力」、「機械」、「人力・機械併用」）を記入します。 

(4)  再資源化をする施設の名称及び所在地 

特記仕様書に定める施設のうち、使用する施設を記入します。 

 

３ 協議の成立 

  公社工事担当者の確認をもって協議の成立となります。なお、解体、再資源化に係

る経費が著しく低いなど、適正な処理が望めない場合は、契約の締結を行わない場合

があります。 

 

【問い合わせ先】 

一般財団法人札幌市住宅管理公社 保全部保全課  電話 ２１１－３３８３ 

                 保全部設備課  電話 ２１１－３３８４ 


